
事業再生ＡＤＲ手続の流れ図

債務者による手続利用申請

審査会による審査

手続実施者の予定者の選任
／同予定者による調査

債務者による正式申込み

一時停止の通知

債権者会議（計画案の概要説明等）

債権者会議（計画案の協議）

債権者会議（計画案の決議）

計画案決議の成立 計画案決議の不成立

私的整理の成立
（計画に従って権利変更の発生）

特定調停への移行

会社更生・民事再生手続への移行

対象債権者全員の同意が得られた場合 不同意の債権者が存在した場合

調停成立

裁判官による単独調停
（民事調停法5条1項但書）

プレＤＩＰファイナンスへの
優先的取扱

（産活法53、54条）

申請書・添付資料の提出
審査料の納付

計画案の成立の見通しや
履行可能性等を審査

債務者の事業・財務・法務
の調査

計画の概要の策定

申込書の提出
業務委託中間金の納付

計画の概要の策定

債務者と協会と連名で、債
権者に対して、債権回収や
担保設定等の停止を要請

・ 計画の概要の説明
・ 手続実施者の選任
・ 一時停止の内容確認等
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・ 計画の内容の説明
・ 手続実施者による調査
結果報告
・ 質疑応答、意見交換等

計画の決議


